
議第３０号 

   呉市幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関 

   する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 呉市幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   呉市幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関 

   する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 呉市幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２８年呉市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線及び

太枠で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（児童福祉施設基準条例の準用） （児童福祉施設基準条例の準用） 

第１４条 児童福祉施設基準条例第４条，

第５条第１項，第２項及び第４項，第８

条，第１０条から第１２条まで，第１４

条（第４項ただし書を除く。），第１８

条，第１９条，第３３条第７号，第３４

条（後段を除く。）並びに第３８条の規

定は，幼保連携型認定こども園について

準用する。この場合において，次の表の

左欄に掲げる児童福祉施設基準条例の規

定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

第１４条 児童福祉施設基準条例第４条，

第５条第１項，第２項及び第４項，第８

条，第１０条から第１１条の２まで，第

１４条（第４項ただし書を除く。），第

１８条，第１９条，第３３条第７号，第

３４条（後段を除く。）並びに第３８条

の規定は，幼保連携型認定こども園につ

いて準用する。この場合において，次の

表の左欄に掲げる児童福祉施設基準条例

の規定中同表の中欄に掲げる字句は，そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替

えるものとする。 

 読み替

える児

童福祉

施設基

準条例

の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える字

句 

  読み替

える児

童福祉

施設基

準条例

の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える字

句 

 

  略    略  

 第１２

条 

児童福祉施

設の長 

就学前の子ど

もに関する教

育，保育等の

総合的な提供

の推進に関す

る法律第１４

条第１項に規

  第１１

条の２ 

利用者に対

する支援の

提供 

園児の教育及

び保育（満３

歳未満の園児

については，

その保育。以

下同じ。） 

 



定する園長（ 

以下「園長」

という。） 

 入所中の児

童等（法第

３３条の７

に規定する

児童等をい

う。以下こ

の条におい

て同じ。）

に対し法第

４７条第１

項本文の規

定により親

権を行う場

合であって

懲戒すると

き又は同条 

法第４７条    

 その児童等 園児    

  略    略  

 第１９

条第１

項 

援助 教育及び保育

（満３歳未満

の園児につい

ては，その保

育。以下同

じ。）並びに

子育ての支援 

  第１９

条第１

項 

援助 教育及び保育

並びに子育て

の支援 

 

  略    略  

  略    略  

 第３８

条 

保育所の長 園長   第３８

条 

保育所の長 就学前の子ど

もに関する教

育，保育等の

総合的な提供

の推進に関す

る法律第１４

条第１項に規

定する園長 

 

  略    略  



２  児童福祉施設基準条例第９条の規定

は，幼保連携型認定こども園の職員及び

設備について準用する。この場合におい

て，同条の見出し中「他の社会福祉施設

を併せて設置する」とあるのは職員につ

いては「他の学校又は社会福祉施設の職

員を兼ねる」と，設備については「他の

学校，社会福祉施設等の設備を兼ねる」

と，「設備及び職員」とあるのは職員に

ついては「職員」と，設備については

「設備」と，同条中「他の社会福祉施設

を併せて設置するときは，必要に応じ」

とあるのは「その運営上必要と認められ

る場合は，」と，「設備及び職員」とあ

るのは職員については「職員」と，設備

については「設備」と，「併せて設置す

る他の社会福祉施設」とあるのは職員に

ついては「他の学校又は他の社会福祉施

設」と，設備については「他の学校，他

の社会福祉施設等」と，「入所者等の居

室及びそれぞれの施設に特有の設備並び

に入所者等の保護又は援助に直接従事す

る職員」とあるのは職員については「就

学前の子どもに関する教育，保育等の総

合的な提供の推進に関する法律（平成１

８年法律第７７号）第１４条第６項に規

定する園児の保育に直接従事する職員」

と，設備については「乳児室，ほふく

室，保育室，遊戯室又は便所」と読み替

えるものとする。 

２  児童福祉施設基準条例第９条の規定

は，幼保連携型認定こども園の職員及び

設備について準用する。この場合におい

て，同条の見出し中「他の社会福祉施設

を併せて設置する」とあるのは職員につ

いては「他の学校又は社会福祉施設の職

員を兼ねる」と，設備については「他の

学校，社会福祉施設等の設備を兼ねる」

と，「設備及び職員」とあるのは職員に

ついては「職員」と，設備については

「設備」と，同条第１項中「他の社会福

祉施設を併せて設置するときは，必要に

応じ」とあるのは「その運営上必要と認

められる場合は，」と，「設備及び職

員」とあるのは職員については「職員」

と，設備については「設備」と，「併せ

て設置する他の社会福祉施設」とあるの

は職員については「他の学校又は他の社

会福祉施設」と，設備については「他の

学校，他の社会福祉施設等」と，同条第

２項中「入所者等の居室及び各施設に特

有の設備並びに入所者等の保護に直接従

事する職員」とあるのは職員については

「就学前の子どもに関する教育，保育等

の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）第１４条第６項

に規定する園児の保育に直接従事する職

員」と，設備については「乳児室，ほふ

く室，保育室，遊戯室又は便所」と，

「保育所の設備及び職員については，」

とあるのは職員については「他の社会福

祉施設の職員に兼ねる場合であって，」

と，設備については「他の社会福祉施設

の設備に兼ねる場合であって，」と読み

替えるものとする。 

   付 則    付 則 

第７条 略 第７条 略 

 第８条 第６条第３項の表備考第１号に定

める者については，当分の間，一人に限

って当該幼保連携型認定こども園に勤務



する保健師，看護師又は准看護師（以下

「保健師等」という。）をもって代える

ことができる。ただし，満１歳未満の園

児の数が４人未満である幼保連携型認定

こども園については，子育てに関する知

識と経験を有する保健師等を配置し，か

つ，当該保健師等が保育を行うに当たっ

て第６条第３項の表備考第１号に定める

者による支援を受けることができる体制

を確保しなければならない。 

 ２ 前項の場合において，当該保健師等は

補助者として従事する場合を除き，教育

課程に基づく教育に従事してはならな

い。 

第８条 前２条の規定により第６条第３項

の表備考第１号に定める者を小学校教諭

等免許状所持者又は市長が保育教諭と同

等の知識及び経験を有すると認める者を

もって代える場合においては，当該小学

校教諭等免許状所持者並びに市長が保育

教諭と同等の知識及び経験を有すると認

める者の総数は，同項の規定により置か

なければならない職員の数の３分の１を

超えてはならない。 

第９条 前３条の規定により第６条第３項

の表備考第１号に定める者を小学校教諭

等免許状所持者，市長が保育教諭と同等

の知識及び経験を有すると認める者又は

保健師等をもって代える場合において

は，当該小学校教諭等免許状所持者，市

長が保育教諭と同等の知識及び経験を有

すると認める者並びに保健師等の総数

は，同項の規定により置かなければなら

ない職員の数の３分の１を超えてはなら

ない。 

   付 則 

 この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

 幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する基準の一部

改正に伴い，所要の規定の整備をするため，この条例案を提出する。 


